
  

一 

令和 8 年 3 月 27 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１４１２９号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

調
理
師
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
の
所
在
地
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

令
和
八
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
額
の
算
定
に
用
い
る
係
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

道
路
区
域
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

指
定
講
習
機
関
の
変
更
の
届
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の 

 
 

 

 
 

認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の 

 
 

 

 
 

認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
□
六
件
□ 

 
 

 
 

 

四 

○ 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

○ 

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
住
所
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

 
 

監
査
委
員
公
告 

○ 

監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
の
内
容
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
の
通
知
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
七
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
六
号 

 

調
理
師
法
施
行
令
□
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
三
号
□
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
指
定

試
験
機
関
で
あ
る
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
□
か
ら
□
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
試
験

事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

変
更
後
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
試
験
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
一
丁
目
四
番
一
号 

二 

変
更
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日 

 

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
七
号 

 

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
□
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
□
第
九

条
第
三
項
□
第
五
項
及
び
第
八
項
□
第
十
条
第
三
項
及
び
第
六
項
□
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び

に
第
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付

金
の
額
の
算
定
に
用
い
る
医
療
費
指
数
反
映
係
数
そ
の
他
の
係
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 

な
お
□
こ
の
告
示
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

係 

数 

の 

種 

類 

係 

数 

の 

数 

値 

医
療
費
指
数
反
映
係
数 

〇
・
六 

一
般
納
付
金
所
得
係
数 

一
・
一
一
七
五
四
九
〇
一
二
八
四
五 

一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

一
・
〇
四
九
八
一
〇
七
〇
七
四
八
三 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係
数 

一
・
一
〇
四
七
八
二
七
一
六
一
三
三
一 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
九
三
七
五
六 

介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数 

一
・
〇
六
八
三
八
二
五
七
二
三
二
五
六 

介
護
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
八
〇
六
六
六 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数 

一
・
一
一
七
五
四
九
〇
一
二
八
四
五 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整

係
数 

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
三
〇
五
九
一 

  

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
八
号 

 

計
量
法
□
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
□
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
計
量
器
の
定
期
検

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

計
量
法
施
行
令
□
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
□
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3

月

27

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４１２９号 令和 8 年 3 月 27 日（金曜日） 

の
定
期
検
査
□
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
□
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
□
第
三
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
定
期
検
査
を
除
く
□
□ 

検
査
区
域 

検

査

期

日 

検

査

場

所 

検

査

時

間 
茂
原
市 

令
和
八
年
六
月
十
二

日 

茂
原
市
道
表
一
番
地 

茂
原
市
役

所 

午
前
十
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

令
和
八
年
六
月
十
五

日 

〃 

〃 
令
和
八
年
六
月
十
六

日 

〃 

〃 

令
和
八
年
六
月
十
七

日 

〃 

〃 

令
和
八
年
六
月
十
八

日 

〃 

〃 

流
山
市 

令
和
八
年
六
月
二
日 

流
山
市
美
原
一
丁
目
一
五
八
番
地

の
二 

流
山
市
北
部
公
民
館 

〃 

令
和
八
年
六
月
三
日 

流
山
市
名
都
借
七
五
六
番
地
の
四

 

流
山
市
東
部
公
民
館 

〃 

令
和
八
年
六
月
四
日 

流
山
市
西
初
石
四
丁
目
三
八
一
番

地
の
二 

流
山
市
初
石
公
民
館 

〃 

令
和
八
年
六
月
五
日 

流
山
市
南
流
山
三
丁
目
三
番
地
の

一 

流
山
市
南
流
山
セ
ン
タ
□ 

〃 

令
和
八
年
六
月
八
日 

流
山
市
平
和
台
一
丁
目
一
番
地
の

一 

流
山
市
役
所 

〃 

長
生
郡
一

宮
町 

令
和
八
年
六
月
三
十

日 

長
生
郡
一
宮
町
一
宮
二
□
四
六
〇

番
地 

一
宮
町
中
央
公
民
館 

〃 

長
生
郡
長

生
村 

令
和
八
年
六
月
二
十

四
日 

長
生
郡
長
生
村
岩
沼
二
□
一
一
九

番
地 

長
生
村
文
化
会
館 

〃 

長
生
郡
白

子
町 

令
和
八
年
六
月
二
十

五
日 

長
生
郡
白
子
町
関
五
□
〇
七
四
番

地
の
二 

長
生
郡
白
子
町
役
場 

〃 

令
和
八
年
六
月
二
十

六
日 

〃 

〃 

 

備
考 

 
 

一 

検
査
時
間
の
う
ち
□
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
は
□
休
憩
時
間
と
す
る
□ 

 
 

二 

表
に
定
め
る
検
査
期
日
及
び
検
査
場
所
に
お
い
て
受
検
し
な
か
□
た
者
の
特
定
計
量
器
の
検
査

は
□
知
事
が
別
に
指
定
す
る
日
時
に
千
葉
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
行
う
□ 

  

千
葉
県
告
示
第
百
五
十
九
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
葛
南
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

三
月
二
十
七
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

船
橋
行
徳
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 

間 

変
更
の

前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延

長 

摘 

要 

市
川
市
田
尻
五

丁
目
一
四
番
七

地
先
か
ら
田
尻

二
丁
目
二
一
三

番
二
八
地
先
ま

で 

前
Ａ 

七
・
二
八
メ
□
ト
ル
か
ら 

二
三
・
〇
二
メ
□
ト
ル
ま
で 

二
四
三
・
四
一
メ
□

ト
ル 

Ａ
及
び

Ｂ
は
□
関

係
図
面
に

表
示
す
る

敷
地
の
区

分

を

い

う
□ Ａ

及
び

Ｂ
の
う
ち

二
四
三
・

四
一
メ
□

ト
ル
は
□

一
般
国
道

二
百
九
十

八
号
と
重

用

と

な

る
□ 

 
 後

Ｂ 

一
二
・
〇
一
メ
□
ト
ル
か
ら 

二
五
・
〇
三
メ
□
ト
ル
ま
で 

二
四
三
・
四
一
メ
□

ト
ル 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

千
葉
県
告
示
第
百
六
十
号 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
船
橋
都
市
計
画

公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 



  

三 
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千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

船
橋
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

船
橋
都
市
計
画
公
園
事
業
二
・
二
・
一
六
六
号
か
い
な
ん
公
園 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
七
年
二
月
七
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

               
 

 
 

          

  
 

 
 

                
 

 
 

                    

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
８

号
 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

指
定

講
習

機
関

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
変

更
届

が
あ

っ
た

。
 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
７

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

特
定

講
習

の
種

別
 

指
定

講
習

機
関

の

名
称

 

変
更

に
係

る
事

項
 

変
更

年
月

日
 

原
付

免
許

に
係

る
初

心

運
転

者
講

習
 

京
葉

自
動

車
教

習

所
 

代
表

者
の

氏
名

 

変
更

前
 
菊

地
 

和
彦

 
令

和
４

年
３

月
２

２
日

 
変

更
後

 
稲

葉
 

宗
和

 

準
中

型
免

許
及

び
普

通

免
許

に
係

る
初

心
運

転

者
講

習
 

木
更

津
自

動
車

学

校
 

代
表

者
の

氏
名

 

変
更

前
 

田
丸

 
幸

男
 

令
和

５
年

３

月
２

５
日

 
変

更
後

 
細

野
 

幸
男

 

 千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
９

号
 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

３
２

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
運

転
免

許
取

得
者

等
教

育
を

認
定

し
た

。
 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
７

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

氏
名

又
は

名
称

及

び
住

所
並

び
に

法

人
に

あ
っ

て
は

、

そ
の

代
表

者
の

氏

名
 

運
転

免
許

取
得

者
等

教

育
に

使
用

す
る

施
設

の

名
称

及
び

所
在

地
 

運
転

免
許

取
得

者
等

教
育

の
課

程
の

区
分

 

運
転

免
許

取
得

者
等

教
育

の
課

程
の

名
称

 

認
定

年
月

日
 

  

株
式

会
社

千
葉

中

央
自

動
車

学
校

 

千
葉

市
若

葉
区

加

曽
利

町
８

６
８

番

地
 

木
村

 
智

信
 

千
葉

中
央

自
動

車
学

校
 

千
葉

市
若

葉
区

加
曽

利

町
８

６
８

番
地

 

運
転

免
許

取
得

者
等

教
育

の
認

定
に

関
す

る
規

則
（

平
成

１
２

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
４

号
。

以
下

「
認

定
規

則
」

と
い

う
。

）
第

１
条

第
３

号
に

掲
げ

る
課

程
 

高
齢

者
講

習
同

等
課

程
 

令
和

７
年

２

月
１

３
日

 

株
式

会
社

市
川

自

動
車

教
習

所
 

市
川

市
柏

井
町

一

丁
目

１
，

４
６

３

番
地

 

保
戸

田
 

真
士

 

市
川

自
動

車
教

習
所

 

船
橋

市
藤

原
一

丁
目

３

５
番

１
号

 

認
定

規
則

第
１

条
第

３
号

に
掲

げ
る

課
程

 

高
齢

者
講

習
同

等
課

程
 

令
和

７
年

２

月
１

４
日

 

  千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

０
号

 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

３
２

の
３

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
運

転
免

許
取

得
者

等
検

査
を

認
定

し
た

。
 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
７

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

氏
名

又
は

名
称

及

び
住

所
並

び
に

法

人
に

あ
っ

て
は

、

そ
の

代
表

者
の

氏

名
 

運
転

免
許

取
得

者
等

検

査
に

使
用

す
る

施
設

の

名
称

及
び

所
在

地
 

運
転

免
許

取
得

者
等

検
査

の
方

法
の

区
分

 

運
転

免
許

取
得

者
等

検
査

の
方

法
の

名
称

 

認
定

年
月

日
 

株
式

会
社

千
葉

中

央
自

動
車

学
校

 

千
葉

市
若

葉
区

加

曽
利

町
８

６
８

番

地
 

木
村

 
智

信
 

千
葉

中
央

自
動

車
学

校
 

千
葉

市
若

葉
区

加
曽

利

町
８

６
８

番
地

 

運
転

免
許

取
得

者
等

検
査

の
認

定
に

関
す

る
規

則
（

令
和

４
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

８
号

。
以

下

「
認

定
規

則
」

と
い

う
。

）
第

１
条

第
１

号
及

び
第

２
号

に
掲

げ
る

方
法

 

認
知

機
能

検
査

同
等

方
法

及
び

運
転

技
能

検
査

同
等

方
法

 

令
和

７
年

２

月
１

３
日

 

株
式

会
社

市
川

自
 

市
川

自
動

車
教

習
所

 
認

定
規

則
第

１
条

第
 

認
知

機
能

 
令

和
７

年
２
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公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
イ
ン
ズ
ホ
□
ム
茂
原
店 

 
 

 

茂
原
市
腰
当
字
北
川
端
六
五
四
番
地
二
ほ
か 

 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

高
家
正
行 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

土
屋
裕
雅 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

高
家
正
行 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
四
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
茂
原
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
イ
シ
ア
佐
倉
店 

 
 

 

佐
倉
市
寺
崎
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
一
〇
街
区
一
画
地
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

相
木
孝
仁 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

土
屋
嘉
雄 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

相
木
孝
仁 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

土
屋
嘉
雄
ほ
か 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

相
木
孝
仁
ほ
か 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
四
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
佐
倉
市
経
済
環
境
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

動
車

教
習

所
 

市
川

市
柏

井
町

一

丁
目

１
，

４
６

３

番
地

 

保
戸

田
 

真
士

 

船
橋

市
藤

原
一

丁
目

３

５
番

１
号

 

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
方

法
 

検
査

同
等

方
法

及
び

運
転

技
能

検
査

同
等

方
法

 

月
１

４
日

 

 

 

（一） 

 

（二） 
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
ド
ン
・
キ
ホ
□
テ
柏
店 

 
 

 

柏
市
富
里
三
丁
目
八
一
〇
番
一
五
三
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

笹
田
賢
一 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
□
テ 

代
表
取
締
役 

吉
田
直
樹 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
一
九
番
一
〇
号 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
□
テ 

代
表
取
締
役 

鈴
木
康
介
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
一
九
番
一
〇
号
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
七
月
一
日
及
び
同
年
九
月
二
十
六
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
一
月
十
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
イ
シ
ア
市
原
八
幡
店 

 
 

 

市
原
市
八
幡
字
海
岸
二
□
三
八
一
番
五
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

相
木
孝
仁 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

ベ
イ
シ
ア
市
原
店 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

ベ
イ
シ
ア
市
原
八
幡
店 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

土
屋
嘉
雄 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

相
木
孝
仁 

 

７ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

土
屋
嘉
雄 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地 

 

８ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

相
木
孝
仁
ほ
か 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地
ほ
か 

 

９ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
四
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日
ほ
か 

二 
届
出
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
市
原
市
経
済
部
商
工
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 
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小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
イ
シ
ア
富
里
店 

 
 

 

富
里
市
七
栄
北
新
木
戸
土
地
区
画
整
理
事
業
一
街
区
一
画
地
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 
相
木
孝
仁 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

土
屋
嘉
雄 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

相
木
孝
仁 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

土
屋
嘉
雄
ほ
か 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

相
木
孝
仁
ほ
か 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
四
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
富
里
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
イ
ン
ズ
ホ
□
ム
茂
原
店 

 
 

 

茂
原
市
腰
当
字
北
川
端
六
五
四
番
地
二
ほ
か 

 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

高
家
正
行 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号 

 

３ 

駐
輪
場
の
位
置
の
変
更 

 

４ 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
位
置
の
変
更 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
八
年
三
月
五
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
四
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
茂
原
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
君
津
市
の
変
更
に
係
る
君
津
都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
送
付
が

あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
君
津
市
の
変
更
に
係
る
君
津
都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
送
付
が

あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 

（一） 

 

（二） 
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令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 
都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
君
津
市
の
決
定
に
係
る
君
津
都
市
計
画
地
区
計
画
大
和
田
坂
田
キ
□
ン
パ
ス

地
区
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
住
所
の
変
更 

 

土
地
区
画
整
理
法
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
成
田

市
不
動
ケ
岡
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
理
事
の
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏 
 

 

名 

住 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

変 
 

 
 

 

更 
 

 
 

 

前 
変 
 

 
 

 

更 
 

 
 

 

後 

鈴
木 

秀
雄 

成
田
市
不
動
ケ
岡
二
□
二
一
五
番
地
一 

成
田
市
不
動
ケ
岡
一
□
八
一
六
番
地
二 

   
 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
我
孫
子
市
の
変
更
に
係
る
我
孫
子
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の

送
付
が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

監

査

委

員

公

告 

 
 

 

監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
の
内
容
の
公
表 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
百
九
十
九
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
□
監
査

の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
の
内
容
の
通
知
が
あ
□
た
の
で
□
当
該
措
置
の
内
容
を
別
冊
の
と
お
り
公

表
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

實 

川 
 

 
 

隆 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

坂 

下 
 

し
げ
き 

 
 

  
 

 

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
七
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
□
包
括
外
部
監
査
人

薙
信
久
か
ら
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
が
あ
□
た
の
で
□
別
冊
の
と

お
り
公
表
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

實 

川 
 

 
 

隆 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

坂 

下 
 

し
げ
き 

  
 

 

包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
の
通
知
の
公
表 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
八
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
□
令
和
五
年
度
及
び
令
和
六
年
度
の
包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が

あ
□
た
の
で
□
当
該
通
知
に
係
る
事
項
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

實 

川 
 

 
 

隆 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

坂 

下 
 

し
げ
き 

 
 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

    
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
７

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

２
７

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

立
館

山
総

合
高

等
学

校
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